
JP 5948698 B2 2016.7.6

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　単結晶基板と、単結晶基板の一表面上に形成されＡｌxＧａ1-xＮ（０＜ｘ＜１）からな
る複数の島状の核と、隣り合う前記核の間の隙間を埋め込み且つ全ての前記核を覆うよう
に前記単結晶基板の前記一表面側に形成されたＡｌyＧａ1-yＮ（０＜ｙ≦１）からなるバ
ッファ層と、前記バッファ層上に形成されたｎ形ＡｌzＧａ1-zＮ（０＜ｚ≦１）からなる
ｎ形窒化物半導体層と、前記ｎ形窒化物半導体層における前記バッファ層側とは反対側に
形成されＡｌaＧａ1-aＮ（０＜ａ≦１）からなる井戸層を有する量子井戸構造の発光層と
、前記発光層における前記ｎ形窒化物半導体層側とは反対側に形成されたｐ形窒化物半導
体層とを備え、ｘ＜ｙであることを特徴とする紫外発光素子。
【請求項２】
　ｙ＝１であることを特徴とする請求項１記載の紫外発光素子。
【請求項３】
　ａ＜ｘであることを特徴とする請求項１又は２記載の紫外発光素子。
【請求項４】
　ｚ＜ｘであることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の紫外発光素子。
【請求項５】
　前記核は、前記単結晶基板から離れるにつれてＡｌの組成であるｘが大きくなっている
ことを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の紫外発光素子。
【請求項６】



(2) JP 5948698 B2 2016.7.6

10

20

30

40

50

　前記単結晶基板がｃ面サファイア基板であることを特徴とする請求項１乃至５のいずれ
か１項に記載の紫外発光素子。
【請求項７】
　請求項１乃至６のいずれか１項に記載の紫外発光素子の製造方法であって、前記単結晶
基板を準備して反応炉内に配置した後に、前記単結晶基板の前記一表面上に複数の前記核
を形成する第１工程と、前記バッファ層を形成する第２工程と、前記ｎ形窒化物半導体層
を形成する第３工程と、前記発光層を形成する第４工程と、前記ｐ形窒化物半導体層を形
成する第５工程とを備え、前記第１工程は、第１基板温度および第１成長圧力下において
、前記反応炉内にＡｌの原料ガスとＧａの原料ガスとＮの原料ガスとを所定のモル比で供
給することによって、前記単結晶基板の前記一表面上に複数のＡｌbＧａ1-bＮ（０＜ｂ＜
１、且つ、ｂ＜ｘ）からなる結晶核を形成する第１ステップと、ＡｌbＧａ1-bＮ（０＜ｂ
＜１、且つ、ｂ＜ｘ）からなる前記結晶核をＡｌxＧａ1-xＮ（０＜ｘ＜１）からなる前記
核とするようにＧａを脱離させる第２ステップとを備えることを特徴とする紫外発光素子
の製造方法。
【請求項８】
　前記第２ステップでは、Ａｌの前記原料ガスとＧａの前記原料ガスとを供給せずにＮの
前記原料ガスを供給し、且つ、前記単結晶基板の温度である基板温度を、前記第１ステッ
プでの前記第１基板温度よりも高く設定した状態での熱処理を行うことを特徴とする請求
項７記載の紫外発光素子の製造方法。
【請求項９】
　前記第２ステップでは、Ａｌの前記原料ガスとＧａの前記原料ガスとを供給せずにＮの
前記原料ガスを供給し、且つ、前記単結晶基板の温度である基板温度を、前記第１ステッ
プでの前記第１基板温度よりも下げずに、前記反応炉へ供給する水素ガスの供給量を、前
記第１ステップにおいて前記原料ガスを輸送するためのキャリアガスである水素ガスの供
給量よりも多く設定した状態で熱処理を行うことを特徴とする請求項７記載の紫外発光素
子の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、紫外発光素子およびその製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　可視光～紫外線の波長域で発光する窒化物半導体発光素子は、低消費電力、小型という
利点から、衛生、医療、工業、照明、精密機械などの様々な分野への応用が期待されてお
り、青色光の波長域など、一部の波長域では既に実用化に至っている。
【０００３】
　しかしながら、窒化物半導体発光素子においては、青色光を発光する窒化物半導体発光
素子（以下、青色発光素子と称する）に限らず、発光効率および光出力の、より一層の向
上が望まれている。特に、紫外線の波長域の光を発光する窒化物半導体発光素子（以下、
紫外発光素子と称する）は、現状では、青色発光素子に比べて外部量子効率および光出力
が著しく劣るという問題が実用化への大きな障壁となっている。その原因の一つしては、
発光層の発光効率（以下、内部量子効率と称する）が低いことが挙げられる。
【０００４】
　窒化物半導体結晶により構成される発光層の内部量子効率は、貫通転位の影響を受ける
。ここで、貫通転位の転位密度が高い場合には、非発光再結合が支配的になり、内部量子
効率を低下させる原因となる。
【０００５】
　これに対し、２３０ｎｍ～３５０ｎｍの紫外波長領域で発光する深紫外発光素子に関し
ては、サファイア（０００１）基板上にＡｌＮ高品質バッファ成長構造を設けることで発
光効率を向上させたものが提案されている（特許文献１）。
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【０００６】
　上述のＡｌＮ高品質バッファ成長構造は、サファイア（０００１）基板上に順次形成さ
れた、ＡｌＮ核形成層と、パルス供給ＡｌＮ層と、連続成長ＡｌＮ層とを有している。
【０００７】
　ＡｌＮ核形成層と、パルス供給ＡｌＮ層と、連続成長ＡｌＮ層とは、ＭＯＣＶＤ装置に
より形成されている。ＡｌＮ核形成層は、ＮＨ3パルス供給法を用い第１の成長モードで
ある初期核形成モードで成長され、パルス供給ＡｌＮ層は、ＮＨ3パルス供給法を用い第
２の成長モードである低速成長モードで成長され、連続成長ＡｌＮ層は、高速縦方向成長
モードで成長されている。ここで、特許文献１には、第２の成長モードは、グレインサイ
ズを拡張し、転位を低減するモードであり、凹凸を有するＡｌＮ核形成層を平坦に埋め込
むことができる旨が記載されている。また、特許文献１には、高速縦方向成長モードは、
さらに平坦性を向上させるとともにクラックの発生を抑制するモードであり、ＮＨ3パル
ス供給法によるＡｌＮ成長法を用いていない旨が記載されている。ＮＨ3パルス供給法に
よるＡｌＮ成長法は、ＡｌソースであるＴＭＡｌを連続的に供給するとともに、Ｎソース
であるＮＨ3をパルス状に供給する方法である。
【０００８】
　特許文献１では、ＡｌＮ核形成層、パルス供給ＡｌＮ層および連続成長ＡｌＮ層の成長
温度が、それぞれ、１３００℃、１２００℃および１２００℃となっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２００９－５４７８０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　上述の貫通転位は、窒化物半導体に対して格子不整合の大きいサファイアなどの材料か
らなる基板をエピタキシャル成長用の単結晶基板として用いた場合に、特に成長界面で発
生し易い。従って、貫通転位密度の少ない窒化物半導体結晶層を得るためには、成長初期
の各構成元素の振る舞いを制御することが非常に重要な要素となる。
【００１１】
　一方、特許文献１に記載された深紫外発光素子のＡｌＮ高品質バッファ成長構造では、
成長初期に、サファイア（０００１）基板上に多数のＡｌＮ核を形成している。ここで、
貫通転位は、隣り合うＡｌＮ核が結合する際に、その境界で発生しやすい。
【００１２】
　しかしながら、上述のＡｌＮ核形成層を備えたＡｌＮ高品質バッファ成長構造では、Ａ
ｌＮ核形成層を成長するときに、Ａｌの拡散長が短く、成長初期にＡｌＮ核が高密度で生
成される。また、特許文献１では、深紫外発光素子の製造装置としてＭＯＣＶＤ装置を用
い、Ａｌの原料ガスとしてトリメチルアルミニウム（ＴＭＡｌ）を用い、Ｎの原料ガスと
してアンモニア（ＮＨ3）を用いている。上述の深紫外発光素子では、その製造に際して
、ＡｌＮ核形成層を成長するときに、一般的なＡｌの原料ガスであるＴＭＡｌと一般的な
Ｎの原料ガスであるＮＨ3とが気相中で反応し、ナノメートルオーダのパーティクル（ナ
ノパーティクル）が形成されてしまうことが推測される。このため、上述の深紫外発光素
子では、ＡｌＮ核形成層を成長するときに、ナノパーティクルが単結晶基板の表面に存在
し、ＡｌＮ結晶の成長を阻害するものと推測される。したがって、窒化物半導体結晶の構
成元素にＡｌを含めなければならない紫外発光素子を製造する場合には、窒化物半導体結
晶の構成元素にＡｌを含まない青色発光素子と比較して、窒化物半導体結晶内に多くの貫
通転位が存在してしまうため、発光効率が低かった。
【００１３】
　本発明は上記事由に鑑みて為されたものであり、その目的は、貫通転位を低減すること
が可能な紫外発光素子およびその製造方法を提供することにある。
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【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明の紫外発光素子は、単結晶基板と、単結晶基板の一表面上に形成されＡｌxＧａ1

-xＮ（０＜ｘ＜１）からなる複数の島状の核と、隣り合う前記核の間の隙間を埋め込み且
つ全ての前記核を覆うように前記単結晶基板の前記一表面側に形成されたＡｌyＧａ1-yＮ
（０＜ｙ≦１）からなるバッファ層と、前記バッファ層上に形成されたｎ形ＡｌzＧａ1-z

Ｎ（０＜ｚ≦１）からなるｎ形窒化物半導体層と、前記ｎ形窒化物半導体層における前記
バッファ層側とは反対側に形成されＡｌaＧａ1-aＮ（０＜ａ≦１）からなる井戸層を有す
る量子井戸構造の発光層と、前記発光層における前記ｎ形窒化物半導体層側とは反対側に
形成されたｐ形窒化物半導体層とを備え、ｘ＜ｙであることを特徴とする。
【００１５】
　この紫外発光素子において、ｙ＝１であることが好ましい。
【００１６】
　この紫外発光素子において、ａ＜ｘであることが好ましい。
【００１７】
　この紫外発光素子において、ｚ＜ｘであることが好ましい。
【００１８】
　この紫外発光素子において、前記核は、前記単結晶基板から離れるにつれてＡｌの組成
であるｘが大きくなっていることが好ましい。
【００１９】
　この紫外発光素子において、前記単結晶基板がｃ面サファイア基板であることが好まし
い。
【００２０】
　本発明の紫外発光素子の製造方法は、前記紫外発光素子の製造方法であって、前記単結
晶基板を準備して反応炉内に配置した後に、前記単結晶基板の前記一表面上に複数の前記
核を形成する第１工程と、前記バッファ層を形成する第２工程と、前記ｎ形窒化物半導体
層を形成する第３工程と、前記発光層を形成する第４工程と、前記ｐ形窒化物半導体層を
形成する第５工程とを備え、前記第１工程は、第１基板温度および第１成長圧力下におい
て、前記反応炉内にＡｌの原料ガスとＧａの原料ガスとＮの原料ガスとを所定のモル比で
供給することによって、前記単結晶基板の前記一表面上に複数のＡｌbＧａ1-bＮ（０＜ｂ
＜１、且つ、ｂ＜ｘ）からなる結晶核を形成する第１ステップと、ＡｌbＧａ1-bＮ（０＜
ｂ＜１、且つ、ｂ＜ｘ）からなる前記結晶核をＡｌxＧａ1-xＮ（０＜ｘ＜１）からなる前
記核とするようにＧａを脱離させる第２ステップとを備えることを特徴とする。
【００２１】
　この紫外発光素子の製造方法において、前記第２ステップでは、Ａｌの前記原料ガスと
Ｇａの前記原料ガスとを供給せずにＮの前記原料ガスを供給し、且つ、前記単結晶基板の
温度である基板温度を、前記第１ステップでの前記第１基板温度よりも高く設定した状態
での熱処理を行うことが好ましい。
【００２２】
　この紫外発光素子の製造方法において、前記第２ステップでは、Ａｌの前記原料ガスと
Ｇａの前記原料ガスとを供給せずにＮの前記原料ガスを供給し、且つ、前記単結晶基板の
温度である基板温度を、前記第１ステップでの前記第１基板温度よりも下げずに、前記反
応炉へ供給する水素ガスの供給量を、前記第１ステップにおいて前記原料ガスを輸送する
ためのキャリアガスである水素ガスの供給量よりも多く設定した状態で熱処理を行うこと
が好ましい。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明の紫外発光素子においては、単結晶基板の一表面上に形成されＡｌxＧａ1-xＮ（
０＜ｘ＜１）からなる複数の島状の核と、隣り合う前記核の間の隙間を埋め込み且つ全て
の前記核を覆うように前記単結晶基板の前記一表面側に形成されたＡｌyＧａ1-yＮ（０＜
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ｙ≦１）からなるバッファ層とを備え、ｘ＜ｙであるので、貫通転位を低減することが可
能となるという効果がある。
【００２４】
　本発明の紫外発光素子の製造方法においては、前記単結晶基板の前記一表面上に複数の
前記核を形成する第１工程と、前記バッファ層を形成する第２工程とを備え、前記第１工
程は、前記単結晶基板の前記一表面上に複数のＡｌbＧａ1-bＮ（０＜ｂ＜１、且つ、ｂ＜
ｘ）からなる結晶核を形成する第１ステップと、ＡｌbＧａ1-bＮ（０＜ｂ＜１、且つ、ｂ
＜ｘ）からなる前記結晶核をＡｌxＧａ1-xＮ（０＜ｘ＜１）からなる前記核とするように
Ｇａを脱離させる第２ステップとを備えるので、貫通転位を低減することが可能な紫外発
光素子を提供できるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】実施形態１の紫外発光素子の概略断面図である。
【図２】実施形態２の紫外発光素子の概略断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　（実施形態１）
　以下では、本実施形態の紫外発光素子について図１に基づいて説明する。
【００２７】
　紫外発光素子は、単結晶基板１と、単結晶基板１の一表面上に形成された複数の島状の
核２と、隣り合う核２の間の隙間を埋め込み且つ全ての核２を覆うように単結晶基板１の
上記一表面側に形成されたバッファ層３とを備えている。ここにおいて、紫外発光素子は
、核２が、ＡｌxＧａ1-xＮ（０＜ｘ＜１）からなり、バッファ層３が、ＡｌyＧａ1-yＮ（
０＜ｙ≦１）からなり、ｘ＜ｙとなっている。
【００２８】
　さらに、紫外発光素子は、バッファ層３上に形成されたｎ形ＡｌzＧａ1-zＮ（０＜ｚ≦
１）からなるｎ形窒化物半導体層４と、ｎ形窒化物半導体層４におけるバッファ層３側と
は反対側に形成された量子井戸構造の発光層５とを備えている。ここにおいて、紫外発光
素子は、ｎ形窒化物半導体層４が、ｎ形ＡｌzＧａ1-zＮ（０＜ｚ≦１）からなる。また、
紫外発光素子は、量子井戸構造の井戸層５ｂが、ＡｌaＧａ1-aＮ（０＜ａ≦１）からなる
。
【００２９】
　さらに、紫外発光素子は、発光層５におけるｎ形窒化物半導体層４側とは反対側に形成
されたｐ形窒化物半導体層７を備えている。
【００３０】
　また、紫外発光素子は、ｎ形窒化物半導体層４に電気的に接続された第１電極１４と、
ｐ形窒化物半導体層７に電気的に接続された第２電極１７とを備えている。
【００３１】
　また、紫外発光素子は、ｐ形窒化物半導体層７における発光層５側とは反対側にｐ形コ
ンタクト層８を設け、第２電極１７を、ｐ形コンタクト層８の一部の上に形成することが
好ましい。要するに、紫外発光素子は、第２電極１７が、ｐ形コンタクト層８を介してｐ
形窒化物半導体層７に電気的に接続されていることが好ましい。ここで、紫外発光素子は
、発光層５とｐ形窒化物半導体層７との間に電子ブロック層６を設けることが好ましい。
【００３２】
　また、紫外発光素子は、メサ構造を有しており、ｎ形窒化物半導体層４における発光層
５側において露出させた表面４ａの一部の上に第１電極１４が形成されている。
【００３３】
　また、紫外発光素子は、上述のように発光層５の井戸層５ｂがＡｌaＧａ1-aＮ（０＜ａ
≦１）からなり、２１０ｎｍ～３６０ｎｍの紫外波長領域に発光波長（発光ピーク波長）
を有する紫外発光ダイオードである。



(6) JP 5948698 B2 2016.7.6

10

20

30

40

50

【００３４】
　以下、紫外発光素子の各構成要素について詳細に説明する。
【００３５】
　単結晶基板１は、エピタキシャル成長用の基板である。この単結晶基板１は、上記一表
面が（０００１）面のサファイア基板、つまり、ｃ面サファイア基板（α－Ａｌ２Ｏ３基
板）が好ましい。ただし、ｃ面サファイア基板は、（０００１）からのオフ角が、０～０
．２°のものが好ましい。これにより、紫外発光素子の製造時において、単結晶基板１の
上記一表面上に核２の群を形成する際に、核２の密度を低減することが可能となり、バッ
ファ層３の高品質化を図ることが可能となる。これは、核２を形成するために供給される
原子が、単結晶基板１の上記一表面上で拡散し安定な場所で結晶成長に寄与しやすくなり
、単結晶基板１のオフ角が小さいほどテラス幅が長く、核２の密度を減少させやすくなる
からである。なお、単結晶基板１は、ｃ面サファイア基板に限らず、例えば、β－Ｇａ２

Ｏ３基板などの酸化ガリウム基板でもよい。
【００３６】
　複数の島状の核２は、単結晶基板１とｎ形窒化物半導体層４との格子定数差などに起因
してｎ形窒化物半導体層４に発生する貫通転位を低減するために設けたものである。本実
施形態の紫外発光素子では、核２の高さ寸法を１０ｎｍ程度に設定してあるが、この値に
特に限定するものではない。核２の高さ寸法については、大きすぎると、格子定数の関係
から、バッファ層３にクラックが生じ、小さすぎると、バッファ層３を形成するための成
長核としての機能を発揮できなくなる懸念がある。このため、核２の高さ寸法は、例えば
、０．５ｎｍ～５０ｎｍ程度の範囲で設定することが好ましく、１ｎｍ～２５ｎｍ程度の
範囲で設定することが、より好ましい。要するに、核２は、高さ寸法が０．５ｎｍ～５０
ｎｍ程度の微結晶であることが好ましく、高さ寸法が１ｎｍ～２５ｎｍ程度の微結晶であ
ることが、より好ましい。また、複数の島状の核２は、高さ寸法のばらつきが小さいほう
が好ましい。
【００３７】
　また、核２は、ＡｌxＧａ1-xＮ（０＜ｘ＜１）からなる。ここで、ＡｌxＧａ1-xＮ（０
＜ｘ＜１）の組成比は、特に限定するものではないが、ＡｌxＧａ1-xＮ（０＜ｘ＜１）の
バンドギャップエネルギが、ｎ形窒化物半導体層４および井戸層５ｂそれぞれのバンドギ
ャップエネルギよりも高くなるように設定することが好ましい。例えば、ｎ形窒化物半導
体層４のＡｌの組成であるｚが０．６５、井戸層５ｂのＡｌの組成であるａが０．５の場
合、ＡｌxＧａ1-xＮ（０＜ｘ＜１）のＡｌの組成であるｘは、０．６６～０．９９の範囲
で設定することが好ましい。ここで、核２は、ｘを０．６６とした場合、Ａｌ0.66Ｇａ0.

34Ｎからなり、ｘを０．９９とした場合、Ａｌ0.99Ｇａ0.01Ｎからなる。本実施形態の紫
外発光素子では、一例として、ＡｌxＧａ1-xＮ（０＜ｘ＜１）のＡｌの組成であるｘを０
．８としてある。つまり、本実施形態の紫外発光素子の一例では、核２を、Ａｌ0.8Ｇａ0

.2Ｎにより構成してある。なお、ＡｌxＧａ1-xＮ（０＜ｘ＜１）は、Ｇａの組成である１
－ｘが０．０１未満でもよい。つまり、核２は、この核２の成長時にＧａがドーピングさ
れたＡｌＮでもよい。
【００３８】
　バッファ層３は、貫通転位を減少させることを目的として設けたものであり、膜厚が薄
すぎると貫通転位の減少が不十分となりやすく、膜厚が厚すぎると格子不整合に起因した
クラックの発生や、複数の紫外発光素子を形成するウェハの反りが大きくなる懸念がある
。このため、バッファ層３の膜厚は、５００ｎｍ～１０μｍ程度の範囲で設定することが
好ましく、１μｍ～５μｍの範囲で設定することが、より好ましい。また、バッファ層３
の膜厚は、このバッファ層３の表面が平坦化されるように設定することが好ましい。本実
施形態の紫外発光素子では、一例として、バッファ層３の膜厚を３μｍに設定してあるが
、一例であり、特に限定するものではない。
【００３９】
　バッファ層３は、ＡｌyＧａ1-yＮ（０＜ｙ≦１）からなり、ｘ＜ｙとなっていればよい
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。本実施形態の紫外発光素子では、一例として、ＡｌyＧａ1-yＮ（０＜ｙ≦１）のＡｌの
組成であるｙを１としてある。つまり、本実施形態の紫外発光素子の一例では、バッファ
層３を、ＡｌＮにより構成してある。
【００４０】
　ｎ形窒化物半導体層４は、発光層５へ電子を輸送するためのものである。ｎ形窒化物半
導体層４の膜厚は一例として２μｍに設定してあるが、膜厚は特に限定するものではない
。また、ｎ形窒化物半導体層４は、ｎ形ＡｌzＧａ1-zＮ（０＜ｚ≦１）からなる。ここで
、ｎ形窒化物半導体層４を構成するｎ形ＡｌzＧａ1-zＮ（０＜ｚ≦１）の組成比は、発光
層５で発光する紫外光を吸収しない組成比であれば、特に限定するものではない。例えば
、発光層５における井戸層５ｂのＡｌの組成であるａが０．５、障壁層５ａのＡｌの組成
が０．６５の場合、ｎ形ＡｌzＧａ1-zＮ（０＜ｚ≦１）のＡｌの組成であるｘは、障壁層
５ａのＡｌの組成と同じ０．６５とすることができる。すなわち、発光層５の井戸層５ｂ
がＡｌ0.5Ｇａ0.5Ｎからなり、障壁層５ａがＡｌ0.65Ｇａ0.35Ｎからなる場合、ｎ形窒化
物半導体層４は、例えば、ｎ形Ａｌ0.65Ｇａ0.35Ｎとすることができる。また、本実施形
態の紫外発光素子では、一例として、ｎ形窒化物半導体層４の膜厚を２μｍに設定してあ
るが、この膜厚に限定するものではない。なお、ｎ形窒化物半導体層４のドナー不純物と
しては、例えば、Ｓｉが好ましい。また、ｎ形窒化物半導体層４の電子濃度は、例えば、
１×１０18～１×１０19ｃｍ-3程度の範囲で設定すればよい。本実施形態では、一例とし
て、ｎ形窒化物半導体層４の電子濃度を８×１０18ｃｍ-3に設定してある。
【００４１】
　発光層５は、注入されたキャリア（ここでは、電子と正孔）を光に変換するものであり
、量子井戸構造を有している。量子井戸構造は、障壁層５ａと井戸層５ｂとからなる。図
１に示した例では、障壁層５ａと井戸層５ｂとが交互に積層されており、井戸層５ｂの数
が２であるが、井戸層５ｂの数は特に限定するものではない。要するに、量子井戸構造は
、多重量子井戸構造でもよいし、単一量子井戸構造でもよい。また、井戸層５ｂおよび障
壁層５ａの各膜厚も特に限定するものではない。ただし、発光層５は、井戸層５ｂの膜厚
が厚すぎると、井戸層５ｂに注入された電子および正孔が、量子井戸構造における格子不
整合に起因するピエゾ電界に起因して、空間的に分離してしまい、発光効率が低下する。
また、発光層５は、井戸層５ｂの膜厚が薄すぎる場合、キャリアの閉じ込め効果が低下し
、発光効率が低下する。このため、井戸層５ｂの膜厚は、１ｎｍ～５ｎｍ程度が好ましく
、１．３ｎｍ～３ｎｍ程度が、より好ましい。また、障壁層５ａの膜厚は、例えば、５ｎ
ｍ～１５ｎｍ程度の範囲で設定することが好ましい。本実施形態では、一例として、井戸
層５ｂの膜厚を２ｎｍに設定し、障壁層５ａの膜厚を１０ｎｍに設定してあるが、これら
の膜厚に限定するものではない。
【００４２】
　発光層５は、所望の発光波長の紫外光を発光するように井戸層５ｂのＡｌの組成を設定
してある。ここにおいて、ＡｌaＧａ1-aＮ（０＜ａ≦１）からなる井戸層５ｂを備えた発
光層５は、井戸層５ｂのＡｌの組成であるａを変化させることにより、発光波長を２１０
ｎｍ～３６０ｎｍの範囲で任意の発光波長に設定することが可能である。例えば、所望の
発光波長が２６５ｎｍ付近である場合には、Ａｌの組成であるａを０．５０に設定すれば
よい。
【００４３】
　電子ブロック層６は、発光層５へ注入された電子のうち、発光層５中で正孔と再結合さ
れなかった電子が、ｐ形窒化物半導体層７側へ漏れる（オーバーフロー）のを抑制するた
めに、発光層５とｐ形窒化物半導体層７との間に設けてある。電子ブロック層６は、ｐ形
ＡｌcＧａ1-cＮ（０＜ｃ＜１）からなる。ここで、ｐ形ＡｌcＧａ1-cＮ（０＜ｃ＜１）の
組成比は、特に限定するものではないが、電子ブロック層６のバンドギャップエネルギが
、ｐ形窒化物半導体層７もしくは障壁層５ａのバンドギャップエネルギよりも高くなるよ
うに設定することが好ましい。また、電子ブロック層６の正孔濃度は、特に限定するもの
ではない。また、電子ブロック層６の膜厚については、特に限定するものではないが、膜
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厚が薄すぎるとオーバーフロー抑制効果が減少し、膜厚が厚すぎると紫外発光素子の抵抗
が大きくなってしまう。ここで、電子ブロック層６の膜厚については、Ａｌの組成である
ｃや正孔濃度などの値によって適した膜厚が変化するので、一概には言えないが、１ｎｍ
～５０ｎｍの範囲で設定することが好ましく、５ｎｍ～２５ｎｍの範囲で設定することが
、より好ましい。
【００４４】
　ｐ形窒化物半導体層７は、発光層５へ正孔を輸送するためのものである。また、ｐ形窒
化物半導体層は、ｐ形ＡｌdＧａ1-dＮ（０＜ｄ＜１）からなる。ここで、ｐ形ＡｌdＧａ1

-dＮ（０＜ｄ＜１）の組成比は、発光層５で発光する紫外光を吸収しない組成比であれば
、特に限定するものではない。例えば、上述のように発光層５における井戸層５ｂのＡｌ
の組成が０．５、障壁層５ａのＡｌの組成が０．６５の場合、ｐ形ＡｌdＧａ1-dＮ（０＜
ｄ＜１）のＡｌの組成であるｄは、例えば、障壁層５ａのＡｌの組成であるａと同じ０．
６５とすることができる。すなわち、発光層５の井戸層５ｂがＡｌ0.5Ｇａ0.5Ｎからなる
場合、ｐ形窒化物半導体層７は、例えば、ｐ形Ａｌ0.65Ｇａ0.35Ｎにより構成することが
できる。ｐ形窒化物半導体層７のアクセプタ不純物としては、Ｍｇが好ましい。
【００４５】
　また、ｐ形窒化物半導体層７の正孔濃度は、特に限定するものではなく、ｐ形窒化物半
導体層７の膜質が劣化しない正孔濃度の範囲において、より高い濃度のほうが好ましい。
しかしながら、ｐ形ＡｌdＧａ1-dＮ（０＜ｄ＜１）の正孔濃度がｎ形ＡｌzＧａ1-zＮ（０
＜ｚ≦１）の電子濃度よりも低いので、ｐ形窒化物半導体層７の膜厚が、厚すぎると、紫
外発光素子の抵抗が大きくなりすぎる。このため、ｐ形窒化物半導体層７の膜厚は、２０
０ｎｍ以下が好ましく、１００ｎｍ以下が、より好ましい。なお、本実施形態の紫外発光
素子では、一例として、ｐ形窒化物半導体層７の膜厚を２０ｎｍに設定している。
【００４６】
　ｐ形コンタクト層８は、第２電極１７との接触抵抗を下げ、第２電極１７との良好なオ
ーミック接触を得るために設けてある。ｐ形コンタクト層８は、ｐ形ＧａＮからなる。こ
こで、ｐ形コンタクト層８を構成するｐ形ＧａＮの正孔濃度は、ｐ形窒化物半導体層７よ
りも高濃度とすることが好ましく、例えば、７×１０17ｃｍ-3程度とすることにより、第
２電極１７との良好な電気的接触を得ることが可能である。ただし、ｐ形ＧａＮの正孔濃
度は、特に限定するものではなく、第２電極１７との良好な電気的接触が得られる正孔濃
度の範囲で適宜変更してもよい。ｐ形コンタクト層８の膜厚は、１００ｎｍに設定してあ
るが、これに限らず、例えば、５０ｎｍ～１５０ｎｍの範囲で設定すればよい。
【００４７】
　ｎ電極である第１電極１４は、膜厚が２０ｎｍのＴｉ膜と、膜厚が１００ｎｍのＡｌ膜
と、膜厚が２０ｎｍのＴｉ膜と、膜厚が２００ｎｍのＡｕ膜とが積層された積層膜を形成
してから、アニール処理を行うことにより形成されている。この積層膜の構成や膜厚は特
に限定するものではない。また、紫外発光素子は、第１電極１４上に、例えばＡｕ膜から
なる第１パッド（図示せず）が形成されている。この第１パッドは、第１電極１４の形成
後に、形成してある。なお、第１パッドについては、第１電極１４と別途に形成せずに、
第１電極１４が第１パッドを兼ねるようにしてもよい。
【００４８】
　ｐ電極である第２電極１７は、膜厚が１５ｎｍのＮｉ膜と、膜厚が１００ｎｍのＡｕ膜
との積層膜を形成してから、アニール処理を行うことにより形成されている。この積層膜
の構成や膜厚は特に限定するものではない。また、紫外発光素子は、第２電極１７上に、
例えばＡｕ膜からなる第２パッド（図示せず）が形成されている。この第２パッドは、第
２電極１７の形成後に、形成してある。
【００４９】
　以下、本実施形態の紫外発光素子の製造方法について説明する。
【００５０】
　（１）単結晶基板１を反応炉に導入する工程



(9) JP 5948698 B2 2016.7.6

10

20

30

40

50

　この工程では、例えばｃ面サファイア基板からなる単結晶基板１をＭＯＣＶＤ装置の反
応炉内に導入する。この工程では、反応炉への単結晶基板１の導入前に、単結晶基板１に
対して薬品による前処理を行うことにより、単結晶基板１の表面を清浄化することが好ま
しい。また、この工程では、反応炉へ単結晶基板１を導入した後、反応炉の内部の真空引
きを行い、その後、高純度化された窒素ガスなどを反応炉内へ流すことによって反応炉内
を窒素ガスで満たしてから、排気するようにしてもよい。これにより、この工程では、単
結晶基板１を導入する際に意図せず混入した空気などの気体を排気することが可能となる
。なお、単結晶基板１は、紫外発光素子を複数形成することが可能なウェハ状態のものが
好ましい。
【００５１】
　（２）単結晶基板１を加熱して単結晶基板１の上記一表面を清浄化する工程
　この工程は、反応炉内に導入された単結晶基板１の温度である基板温度を、第１規定温
度まで昇温し、さらに、この第１規定温度での加熱により単結晶基板１の上記一表面を清
浄化する。第１規定温度は、１１００℃に設定している。
【００５２】
　より具体的に説明すれば、この工程では、反応炉内の圧力を第１規定圧力に減圧した後
、反応炉内を第１規定圧力に保ちながら基板温度を第１規定温度まで上昇させてから、こ
の第１規定温度で第１規定時間の加熱を行うことにより単結晶基板１の上記一表面を清浄
化する。この工程では、反応炉内へＨ2ガスを供給した状態で単結晶基板１を加熱するこ
とにより、清浄化を効果的に行うことができる。
【００５３】
　ここにおいて、第１規定圧力は、１０ｋＰａ≒７６Ｔｏｒｒに設定している。第１規定
温度は、１０００～１１５０℃の温度範囲で設定することが好ましく、１０５０～１１０
０℃の温度範囲で設定することが、より好ましい。基板温度が１０００℃よりも低い場合
には、清浄化の効果が得られにくくなる。第１規定時間は、１０分間に設定している。な
お、第１規定圧力および第１規定時間それぞれの値は、一例であり、特に限定するもので
はない。
【００５４】
　（３）ＡｌxＧａ1-xＮ（０＜ｘ＜１）からなる複数の島状の核２を形成する工程（第１
工程）
　この工程では、反応炉内の圧力を第２規定圧力に保ちながら基板温度を第１規定温度と
同じ第２規定温度で保持した状態で、反応炉内へＡｌの原料ガスとＧａの原料ガスとＮの
原料ガスとを供給することによって単結晶基板１の上記一表面上に複数の島状の核２を形
成する。つまり、この工程では、核２の群を形成する。
【００５５】
　より具体的に説明すれば、この工程では、単結晶基板１の温度である基板温度を、Ａｌ

xＧａ1-xＮ（０＜ｘ＜１）からなる複数の島状の核２を成長可能な第２規定温度とする。
この第２規定温度は、第１規定温度と同様、ｃ面サファイア基板からなる単結晶基板１の
上記一表面が変質しない温度が好ましく、１０００～１１５０℃の温度範囲で設定するこ
とが好ましく、１０００～１１００℃の温度範囲で設定することが、より好ましい。この
工程では、単結晶基板１の上記一表面上でのＧａの拡散長がＡｌの拡散長よりも長いので
、III－Ｖ族の窒化物半導体からなる核２におけるIII族の構成元素がＡｌだけの場合に比
べて、単結晶基板１の上記一表面上に形成される核２の密度（単位面積当たりの核２の数
）を低減することが可能となる。この工程では、基板温度が１０００℃よりも低い場合、
Ａｌ原子の拡散が十分に行われなくなって、単結晶基板１の上記一表面上に形成される核
２の密度の制御が難しくなる（低密度化することが難しくなる）。このため、後述の第２
工程での成長時において、隣り合う２同士が結合する際に界面で発生する転位が増加し、
結果として高品質なバッファ層３が得られなくなる可能性が高くなる。
【００５６】
　この工程では、第２規定圧力を第１規定圧力と同じ１０ｋＰａとし、第２規定温度を第
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１規定温度と同じ１１００℃としている。なお、第２規定圧力および第２規定温度それぞ
れの値は、一例であり、特に限定するものではない。
【００５７】
　また、この工程では、ＴＭＡｌの流量を標準状態で０．０５Ｌ／ｍｉｎ（５０ＳＣＣＭ
）、ＴＭＧａの流量を標準状態で０．０１Ｌ／ｍｉｎ（１０ＳＣＣＭ）、ＮＨ3の流量を
標準状態で０．０５Ｌ／ｍｉｎ（５０ＳＣＣＭ）にそれぞれ設定してある。ここにおいて
、ＴＭＡｌ、ＴＭＧａおよびＮＨ3それぞれのキャリアガスとしては、例えば、Ｈ2ガスを
採用することが好ましい。なお、ＴＭＡｌ、ＴＭＧａおよびＮＨ3それぞれの流量は一例
であり、特に限定するものではない。
【００５８】
　（４）ＡｌyＧａ1-yＮ（０＜ｙ≦１）からなるバッファ層３を形成する工程（第２工程
）
　この工程は、第１工程の後でIII族の構成元素の原料ガスとＶ族の構成元素の原料ガス
とを供給することによってＡｌyＧａ1-yＮ（０＜ｙ≦１）からなるバッファ層３を形成す
る工程である。ここにおいて、各原料ガスそれぞれのキャリアガスとしては、例えば、Ｈ

2ガスを採用することが好ましい。
【００５９】
　この工程は、単結晶基板１の上記一表面上に形成されている核２の群を基に所定膜厚（
例えば、３μｍ）のバッファ層３を形成する。バッファ層３は、貫通転位密度を低減させ
ることを目的として設けるものである。
【００６０】
　この工程では、例えば、反応炉内の圧力を第３規定圧力に保ちながら基板温度を第３規
定温度（所定の成長温度）に保持した状態で、ＡｌyＧａ1-yＮ（０＜ｙ≦１）のIII族の
原料ガスおよびＶ族の原料ガスを反応炉内へ供給開始して、バッファ層３を形成する。こ
の工程では、第３規定圧力を第１規定圧力と同じ１０ｋＰａとし、第３規定温度を１２０
０℃としている。なお、第３規定圧力および第３規定温度それぞれの値は、一例であり、
特に限定するものではない。
【００６１】
　この工程では、例えば、ＡｌyＧａ1-yＮ（０＜ｙ≦１）のＡｌの組成であるｙを１とす
る場合、つまり、バッファ層３をＡｌＮとする場合、例えば、III族の原料ガスとしての
ＴＭＡｌと、Ｖ族の原料ガスとしてのＮＨ3とを反応炉内へ供給する。この場合には、例
えば、ＴＭＡｌの流量を標準状態で０．０５Ｌ／ｍｉｎ（５０ＳＣＣＭ）に設定し、且つ
、ＮＨ3の流量を標準状態で０．１Ｌ／ｍｉｎ（１００ＳＣＣＭ）に設定してから、ＴＭ
ＡｌとＮＨ3とを反応炉内へ供給すればよい。
【００６２】
　また、この工程では、ＡｌyＧａ1-yＮ（０＜ｙ≦１）のＡｌの組成であるｙを１未満と
する場合、III族の原料ガスとしてのＴＭＡｌおよびＴＭＧａと、Ｖ族の原料ガスとして
のＮＨ3とを反応炉内へ供給すればよい。この場合には、Ａｌの組成であるｙが所望の値
（０＜ｙ＜１）となるようにIII族の原料ガスにおけるＴＭＡｌのモル比（〔ＴＭＡｌ〕
／｛〔ＴＭＡｌ〕＋〔ＴＭＧａ〕｝）などを設定すればよい。
【００６３】
　（５）ｎ形窒化物半導体層４を形成する工程（第３工程）
　この工程は、バッファ層３上にｎ形窒化物半導体層４を形成する工程である。
【００６４】
　この工程では、例えば、反応炉内の圧力を第４規定圧力に保ちながら基板温度を第４規
定温度（所定の成長温度）に保持した状態で、ｎ形ＡｌzＧａ1-zＮ（０＜ｚ≦１）のIII
族の原料ガス、Ｖ族の原料ガスおよびｎ形導電性を付与する不純物の原料ガスを反応炉内
へ供給開始して、ｎ形窒化物半導体層４を形成する。この工程では、第４規定圧力を第１
規定圧力と同じ１０ｋＰａとし、第４規定温度を１１００℃としている。なお、第４規定
圧力および第４規定温度それぞれの値は、一例であり、特に限定するものではない。
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【００６５】
　この工程では、Ａｌの原料ガスとしてＴＭＡｌ、Ｇａの原料ガスとしてＴＭＧａ、Ｎの
原料ガスとしてＮＨ3、ｎ形導電性を付与する不純物であるＳｉの原料ガスとしてテトラ
エチルシラン（ＴＥＳｉ）を用いている。また、各原料ガスを輸送するためのキャリアガ
スとしては、Ｈ2ガスを用いている。ここで、ＴＥＳｉの流量は標準状態で０．０００９
Ｌ／ｍｉｎ（０．９ＳＣＣＭ）としている。また、Ａｌの組成が所望の値（例えば、０．
６５）となるようにIII族の原料ガスにおけるＴＭＡｌのモル比（〔ＴＭＡｌ〕／｛〔Ｔ
ＭＡｌ〕＋〔ＴＭＧａ〕｝）を設定している。なお、各原料ガスは特に限定するものでは
なく、例えば、Ｇａの原料としてトリエチルガリウム（ＴＥＧａ）、Ｎの原料ガスとして
ヒドラジン誘導体、Ｓｉの原料としてモノシラン（ＳｉＨ4）を用いてもよい。また、各
原料ガスそれぞれの流量は、一例であり、特に限定するものではない。
【００６６】
　（６）発光層５を形成する工程（第４工程）
　この工程は、ｎ形窒化物半導体層４上に発光層５を形成する工程である。
【００６７】
　この工程では、例えば、反応炉内の圧力を第５規定圧力に保ちながら基板温度を第５規
定温度（所定の成長温度）に保持した状態で、III族の原料ガスおよびＶ族の原料ガスを
反応炉内へ供給開始して、発光層５を形成する。この工程では、第５規定圧力を第１規定
圧力と同じ１０ｋＰａとし、第５規定温度を１１００℃としている。なお、第５規定圧力
および第５規定温度それぞれの値は、一例であり、特に限定するものではない。
【００６８】
　この工程では、一例として、発光層５の井戸層５ｂがＡｌ0.5Ｇａ0.5Ｎとなり、障壁層
５ａがＡｌ0.65Ｇａ0.35Ｎとなるように井戸層５ｂおよび障壁層５ａそれぞれの成長条件
を設定している。なお、井戸層５ｂおよび障壁層５ａそれぞれの組成比は特に限定するも
のではなく、この工程では、井戸層５ｂおよび障壁層５ａそれぞれの所望の組成比に基づ
いて、井戸層５ｂおよび障壁層５ａそれぞれの成長条件を設定すればよい。
【００６９】
　この工程では、Ａｌの原料ガスとしてＴＭＡｌ、Ｇａの原料ガスとしてＴＭＧａ、Ｎの
原料ガスとしてＮＨ3を用い、各原料ガスを輸送するためのキャリアガスとしてＨ2ガスを
用いている。ここで、発光層５の井戸層５ｂの成長条件については、所望の組成比が得ら
れるように、III族の原料ガスにおけるＴＭＡｌのモル比（〔ＴＭＡｌ〕／｛〔ＴＭＡｌ
〕＋〔ＴＭＧａ〕｝）を設定している。また、この工程では、井戸層５ｂの成長条件にお
ける上記モル比を、障壁層５ａの成長条件における上記モル比よりも小さく設定している
。なお、本実施形態の紫外発光素子では、障壁層５ａに不純物をドーピングしていないが
、これに限らず、障壁層５ａの結晶品質が劣化しない程度の濃度でＳｉなどの不純物をド
ーピングしてもよい。ここで、Ｓｉの原料ガスとしては、例えば、ＴＥＳｉを用いること
ができる。各原料ガスは、特に限定するものではなく、例えば、Ｇａの原料としてＴＥＧ
ａ、Ｎの原料ガスとしてヒドラジン誘導体、Ｓｉの原料としてＳｉＨ4を用いてもよい。
また、各原料ガスそれぞれの流量は、一例であり、特に限定するものではない。
【００７０】
　（７）電子ブロック層６を形成する工程
　この工程は、発光層５上に電子ブロック層６を形成する工程である。
【００７１】
　この工程では、例えば、反応炉内の圧力を第６規定圧力に保ちながら基板温度を第６規
定温度（所定の成長温度）に保持した状態で、III族の原料ガスおよびＶ族の原料ガスを
反応炉内へ供給開始して、電子ブロック層６を形成する。この工程では、第６規定圧力を
第１規定圧力と同じ１０ｋＰａとし、第６規定温度を１１００℃としている。なお、第６
規定圧力および第６規定温度それぞれの値は、一例であり、特に限定するものではない。
発光層５の成長条件における基板温度と電子ブロック層６の成長条件における基板温度と
は、同じ温度であることが好ましいが、必ずしも同じ温度である必要はない。
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【００７２】
　この工程では、Ａｌの原料ガスとしてＴＭＡｌ、Ｇａの原料ガスとしてＴＭＧａ、Ｎの
原料ガスとしてＮＨ3、ｐ形導電性に寄与する不純物であるＭｇの原料ガスとしてビスシ
クロペンタジエニルマグネシウム（Ｃｐ2Ｍｇ）を用い、各原料ガスを輸送するためのキ
ャリアガスとしてＨ2ガスを用いている。ここで、Ａｌの組成が所望の値（例えば、０．
９）となるようにIII族の原料ガスにおけるＴＭＡｌのモル比（〔ＴＭＡｌ〕／｛〔ＴＭ
Ａｌ〕＋〔ＴＭＧａ〕｝）を設定している。各原料ガスは、特に限定するものではなく、
例えば、Ｇａの原料としてＴＥＧａ、Ｎの原料ガスとしてヒドラジン誘導体を用いてもよ
い。各原料ガスそれぞれの流量は、一例であり、特に限定するものではない。
【００７３】
　（８）ｐ形窒化物半導体層７を形成する工程（第５工程）
　この工程は、電子ブロック層６上にｐ形窒化物半導体層７を形成する工程である。なお
、電子ブロック層６を設けていない場合には、発光層５上にｐ形窒化物半導体層７を形成
する工程となる。
【００７４】
　この工程では、例えば、反応炉内の圧力を第７規定圧力に保ちながら基板温度を第７規
定温度（所定の成長温度）に保持した状態で、III族の原料ガスおよびＶ族の原料ガスを
反応炉内へ供給開始して、ｐ形窒化物半導体層７を形成する。この工程では、第７規定圧
力を第１規定圧力と同じ１０ｋＰａとし、第７規定温度を１１００℃としている。なお、
第７規定圧力および第７規定温度それぞれの値は、一例であり、特に限定するものではな
い。
【００７５】
　この工程では、Ａｌの原料ガスとしてＴＭＡｌ、Ｇａの原料ガスとしてＴＭＧａ、Ｎの
原料ガスとしてＮＨ3、ｐ形導電性を付与する不純物であるＭｇの原料ガスとしてＣｐ2Ｍ
ｇを用い、各原料ガスを輸送するためのキャリアガスとしてはＨ2ガスを用いている。こ
こで、Ａｌの組成が所望の値（例えば、０．６５）となるようにIII族の原料ガスにおけ
るＴＭＡｌのモル比（〔ＴＭＡｌ〕／｛〔ＴＭＡｌ〕＋〔ＴＭＧａ〕｝）を設定している
。Ａｌの組成がｎ形窒化物半導体層４におけるＡｌの組成と同じ場合には、ｎ形窒化物半
導体層４の成長条件と同じモル比に設定することができる。各原料ガスそれぞれの流量は
、一例であり、特に限定するものではない。
【００７６】
　（９）ｐ形コンタクト層８を形成する工程
　この工程は、ｐ形窒化物半導体層７上にｐ形コンタクト層８を形成する工程である。
【００７７】
　この工程では、例えば、反応炉内の圧力を第８規定圧力に保ちながら基板温度を第８規
定温度（所定の成長温度）に保持した状態で、III族の原料ガスおよびＶ族の原料ガスを
反応炉内へ供給開始して、ｐ形コンタクト層８を形成する。この工程では、第８規定圧力
を第１規定圧力と同じ１０ｋＰａとし、第８規定温度を１０５０℃としている。なお、第
８規定圧力および第８規定温度それぞれの値は、一例であり、特に限定するものではない
。
【００７８】
　この工程では、Ｇａの原料ガスとしてＴＭＧａ、Ｎの原料ガスとしてＮＨ3、ｐ型導電
性を付与する不純物であるＭｇの原料ガスとして、Ｃｐ2Ｍｇを用い、各原料ガスを輸送
するためのキャリアガスとしてＨ2ガスを用いている。
【００７９】
　（１）の工程においてＭＯＣＶＤ装置の反応炉内に単結晶基板１を導入した後、（９）
の工程が終了するまでは、ＭＯＣＶＤ装置の反応炉内で連続的に結晶成長を行う。そして
、ｐ形コンタクト層８の成長が終わった後、基板温度を室温付近まで降温させ、核２とバ
ッファ層３とｎ形窒化物半導体層４と発光層５と電子ブロック層６とｐ形窒化物半導体層
７とｐ形コンタクト層８との積層構造が成長されている単結晶基板１をＭＯＣＶＤ装置か
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ら取り出す。要するに、本実施形態の紫外発光素子の製造方法では、核２とバッファ層３
とｎ形窒化物半導体層４と発光層５と電子ブロック層６とｐ形窒化物半導体層７とｐ形コ
ンタクト層８との積層構造を、ＭＯＣＶＤ法により形成している。
【００８０】
　（１０）ｐ形不純物を活性化するためのアニールを行う工程
　この工程は、アニール装置のアニール炉内において所定のアニール温度で所定のアニー
ル時間だけ保持することにより、電子ブロック層６、ｐ形窒化物半導体層７およびｐ形コ
ンタクト層８のｐ形不純物を活性化する工程である。ここでは、アニール温度を７５０℃
、アニール時間を１０分に設定してあるが、これらの値は一例であり、特に限定するもの
ではない。アニール装置としては、例えば、ランプアニール装置、電気炉アニール装置な
どを採用することができる。
【００８１】
　（１１）メサ構造を形成する工程
　まず、一般的なフォトリソグラフィ技術を利用して、単結晶基板１の上記一表面側に成
長された上記積層構造において、メサ構造の上面に対応する領域上に、第１のレジスト層
を形成する。続いて、第１のレジスト層をマスクとして、上記積層構造を表面側（ここで
は、ｐ形コンタクト層８の表面側）からｎ形窒化物半導体層４の途中までエッチングする
ことによって、メサ構造を形成する。その後、第１のレジスト層を除去する。上記積層構
造のエッチングは、例えば、反応性イオンエッチングにより行うことができる。なお、メ
サ構造の面積および形状は特に限定するものではない。
【００８２】
　（１２）ｎ形窒化物半導体層４の露出させた表面４ａ上に第１電極１４を形成する工程
　単結晶基板１の上記一表面側における第１電極１４の形成予定領域のみ（つまり、ｎ形
窒化物半導体層４のうち厚みが薄くなった部位の一部）が露出するようにパターニングさ
れた第２のレジスト層を形成する。その後、例えば、膜厚が２０ｎｍのＴｉ膜と膜厚が１
００ｎｍのＡｌ膜と膜厚が２０ｎｍのＴｉ膜と膜厚が２００ｎｍのＡｕ膜との積層膜を電
子ビーム蒸着法により成膜し、リフトオフを行うことにより、第２のレジスト層および当
該第２のレジスト層上の不要膜を除去する。その後、第１電極１４とｎ形窒化物半導体層
４との接触がオーミック接触となるように、Ｎ2ガス雰囲気中でＲＴＡ（Rapid Thermal A
nnealing）処理を行う。積層膜の構造および各膜厚は一例であり、特に限定するものでは
ない。また、ＲＴＡ処理の条件は、例えば、アニール温度を８００℃、アニール時間を１
分とすればよいが、これらの値は一例であり、特に限定するものではない。
【００８３】
　（１３）第２電極１７を形成する工程
　単結晶基板１の上記一表面側における第２電極１７の形成予定領域のみ（ここでは、ｐ
形コンタクト層８の表面の一部）が露出するようにパターニングされた第３のレジスト層
を形成する。その後、例えば膜厚が１５ｎｍのＮｉ膜と膜厚が１００ｎｍのＡｕ膜を電子
ビーム蒸着法により成膜し、リフトオフを行うことにより、第３のレジスト層および当該
第３のレジスト層上の不要膜を除去する。その後、第２電極１７とｐ形コンタクト層８と
の接触がオーミック接触となるように、Ｎ2ガス雰囲気中でＲＴＡ処理を行う。積層膜の
構造および各膜厚は一例であり、特に限定するものではない。また、ＲＴＡ処理の条件は
、例えば、アニール温度を４００℃、アニール時間を１５分とすればよいが、これらの値
は一例であり、特に限定するものではない。
【００８４】
　（１４）第１パッドおよび第２パッドを形成する工程
　この工程では、フォトリソグラフィ技術および薄膜形成技術を利用して第１パッドおよ
び第２パッドを形成する。薄膜形成技術としては、例えば、電子ビーム蒸着法などを採用
することができる。
【００８５】
　この工程が終了することにより、紫外発光素子が複数形成されたウェハが完成する。要
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するに、上述の（１）～（１４）の工程を順次行うことにより、紫外発光素子が複数形成
されたウェハが完成する。
【００８６】
　（１５）ウェハから個々の紫外発光素子に分割する工程
　この工程は、ダイシング工程であり、ウェハをダイシングソーなどによって裁断するこ
とで、個々の紫外発光素子（チップ）に分割する。これにより、１枚のウェハから複数の
紫外発光素子を得ることができる。紫外発光素子のチップサイズとしては、例えば、３５
０μｍ□や１ｍｍ□などが挙げられるが、特に限定するものではない。
【００８７】
　ところで、上述の第１工程は、以下に説明する第１ステップと第２ステップとを備えた
工程としてもよい。
【００８８】
　第１ステップは、第１基板温度および第１成長圧力（第１規定圧力）下において、反応
炉内にＡｌの原料ガスとＧａの原料ガスとＮの原料ガスとを所定のモル比で供給すること
によって、単結晶基板１の上記一表面上に複数のＡｌbＧａ1-bＮ（０＜ｂ＜１、且つ、ｂ
＜ｘ）からなる結晶核を形成するステップである。この第１ステップでは、例えば、第１
基板温度を１１００℃、第１成長圧力を１０ｋＰａとすればよいが、これらの数値は一例
であり、特に限定するものではない。
【００８９】
　第２ステップは、ＡｌbＧａ1-bＮ（０＜ｂ＜１、且つ、ｂ＜ｘ）からなる結晶核をＡｌ

xＧａ1-xＮ（０＜ｘ＜１）からなる核２とするようにＧａを脱離させるステップである。
要するに、第１ステップと第２ステップとを備えた第１工程では、第１ステップと第２ス
テップとを行うことにより、所望の組成のＡｌxＧａ1-xＮ（０＜ｘ＜１）からなる核２を
形成することができる。
【００９０】
　第２ステップとしては、以下の例がある。
【００９１】
　第２ステップの一例では、Ａｌの原料ガスとＧａの原料ガスとを供給せずにＮの原料ガ
スを供給し、且つ、単結晶基板１の温度である基板温度を、第１ステップでの基板温度よ
りも高く設定した状態での熱処理を行う。この熱処理を行う基板温度は、例えば、１３０
０℃とすればよい。また、この熱処理を行う熱処理時間は、例えば、２分とすればよい。
要するに、熱処理は、基板温度を１３００℃として２分間だけ行うようにすればよい。第
２ステップにおいて熱処理を行う基板温度は、１３００℃に限らない。ただし、基板温度
が低すぎるとＧａが脱離せず、また、基板温度が高すぎると、ＧａだけでなくＡｌも脱離
してしまう。このため、基板温度は、例えば、Ｇａを脱離させることが可能で且つＡｌの
脱離を抑制することが可能な１１００℃～１３５０℃程度の範囲で設定するのが好ましく
、１１５０℃～１３００℃が、より好ましい。また、熱処理時間は、核２の組成比や構造
、熱処理を行う基板温度などに基づいて適宜設定すればよい。
【００９２】
　また、第２ステップの他の例では、Ａｌの原料ガスとＧａの原料ガスとを供給せずにＮ
の原料ガスを供給し、且つ、単結晶基板１の温度である基板温度を、第１ステップでの基
板温度よりも下げずに、反応炉へ供給するＨ2ガス（水素ガス）の供給量を、第１ステッ
プにおいて原料ガスを輸送するためのキャリアガスであるＨ2ガスの供給量よりも多く設
定した状態で熱処理を行う。第１ステップおよび第２ステップそれぞれのＨ2ガスの供給
量は、例えば、標準状態で５Ｌ／ｍｉｎ（５ＳＬＭ）、標準状態で１０Ｌ／ｍｉｎ（１０
ＳＬＭ）とすればよい。なお、第１ステップおよび第２ステップそれぞれのＨ2ガスの供
給量の値は、特に限定するものではない。
【００９３】
　以上説明した本実施形態の紫外発光素子は、単結晶基板１と、単結晶基板１の一表面上
に形成された複数の島状の核２と、隣り合う核２の間の隙間を埋め込み且つ全ての核２を
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覆うように単結晶基板１の上記一表面側に形成されたバッファ層３とを備えている。さら
に、紫外発光素子は、バッファ層３上に形成されたｎ形ＡｌzＧａ1-zＮ（０＜ｚ≦１）か
らなるｎ形窒化物半導体層４と、ｎ形窒化物半導体層４上に形成された量子井戸構造の発
光層５と、ｐ形窒化物半導体層７とを備えている。ここで、紫外発光素子は、ｎ形窒化物
半導体層４が、ｎ形ＡｌzＧａ1-zＮ（０＜ｚ≦１）からなり、量子井戸構造の井戸層５ｂ
が、ＡｌaＧａ1-aＮ（０＜ａ≦１）からなる。また、紫外発光素子は、核２が、ＡｌxＧ
ａ1-xＮ（０＜ｘ＜１）からなり、バッファ層３が、ＡｌyＧａ1-yＮ（０＜ｙ≦１）から
なり、ｘ＜ｙとなっている。
【００９４】
　紫外発光素子は、核２がＡｌxＧａ1-xＮ（０＜ｘ＜１）からなる一方でバッファ層３が
ＡｌyＧａ1-yＮ（０＜ｙ≦１）からなり、ｘ＜ｙであるので、従来のようにＡｌＮ核を形
成する場合や核２の組成をバッファ層３と同じ組成に設定する場合に比べて、製造時に、
単結晶基板１の上記一表面上でのIII族原子の平均の拡散長を長くすることが可能となる
。しかして、本実施形態の紫外発光素子では、核２の密度を低減可能となる。これにより
、本実施形態の紫外発光素子では、貫通転位を低減することが可能となる。要するに、本
実施形態の紫外発光素子では、バッファ層３の貫通転位密度を低減することが可能となっ
て、発光層５の貫通転位密度を低減することが可能となる。よって、本実施形態の紫外発
光素子では、発光効率の向上を図ることが可能となる。
【００９５】
　また、紫外発光素子は、複数の核２の各々が島状に形成されているので、核２に応力が
かかりにくく、バッファ層３の厚膜化を図りながらも、クラックの発生が起こりにくくな
る。これにより、紫外発光素子は、貫通転位密度のより一層の低減を図ることが可能とな
る。また、紫外発光素子は、製造時におけるウェハの反りを低減することが可能となり、
取り扱いが容易になる。その結果、紫外発光素子は、量産性や製造歩留まりを向上させる
ことが可能となる。
【００９６】
　また、紫外発光素子は、ＡｌyＧａ1-yＮ（０＜ｙ≦１）からなるバッファ層３のＡｌの
組成であるｙについて、ｙ＝１としてもよい。この場合、紫外発光素子は、バッファ層３
がＡｌＮとなる。ＡｌＮのバンドギャップエネルギが６．２ｅＶであるので、紫外発光素
子は、例えば、２２０ｎｍ程度の発光波長の紫外光を発光するように発光層５が設計され
たとしても、発光層５で発光した紫外光がバッファ層３で吸収されるのを防止することが
でき、効率良く取り出される。
【００９７】
　また、紫外発光素子は、核２を構成するＡｌxＧａ1-xＮ（０＜ｘ＜１）におけるＡｌの
組成であるｘと、井戸層５ｂを構成するＡｌaＧａ1-aＮ（０＜ａ≦１）におけるＡｌの組
成であるａとの関係について、ａ＜ｘであることが好ましい。これにより、紫外発光素子
は、さらに核密度を減少させ転位密度を低減させることが可能となり、また、井戸層５ｂ
で発光した紫外光が核２で吸収されることなく効率良く取り出される。紫外発光素子は、
単結晶基板１側から紫外光を取り出す場合、発光効率を向上させるためにａ＜ｘとするこ
とが重要である。
【００９８】
　また、紫外発光素子は、核２を構成するＡｌxＧａ1-xＮ（０＜ｘ＜１）におけるＡｌの
組成であるｘと、ｎ形窒化物半導体層４を構成するｎ形ＡｌzＧａ1-zＮ（０＜ｚ≦１）に
おけるＡｌの組成であるｚとの関係について、ｚ＜ｘであることが好ましい。これにより
、紫外発光素子は、核２の格子定数がｎ形窒化物半導体層４の格子定数よりも小さくなる
ので、ｎ形窒化物半導体層４が核２からも圧縮応力を受けることとなり、ｎ形窒化物半導
体層４にクラックが発生しずらくなる。
【００９９】
　また、紫外発光素子は、単結晶基板１がｃ面サファイア基板であることが好ましい。こ
れにより、紫外発光素子は、単結晶基板１が紫外光の透過性に優れているので、発光効率
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の向上を図ることが可能となる。
【０１００】
　また、上述した紫外発光素子の製造方法は、単結晶基板１を準備して反応炉内に配置し
た後に、単結晶基板１の上記一表面上に複数の核２を形成する第１工程と、バッファ層３
を形成する第２工程と、ｎ形窒化物半導体層４を形成する第３工程と、発光層５を形成す
る第４工程と、ｐ形窒化物半導体層７を形成する第５工程とを備えている。そして、上述
の紫外発光素子の製造方法では、第１工程を第１ステップと第２ステップとを備えた工程
とすることが好ましい。第１ステップは、第１基板温度および第１成長圧力下において、
反応炉内にＡｌの原料ガスとＧａの原料ガスとＮの原料ガスとを所定のモル比で供給する
ことによって、単結晶基板１の上記一表面上に複数のＡｌbＧａ1-bＮ（０＜ｂ＜１、且つ
、ｂ＜ｘ）からなる結晶核を形成するステップである。また、第２ステップは、ＡｌbＧ
ａ1-bＮ（０＜ｂ＜１、且つ、ｂ＜ｘ）からなる結晶核をＡｌxＧａ1-xＮ（０＜ｘ＜１）
からなる核２とするようにＧａを脱離させるステップである。これにより、本実施形態の
紫外発光素子の製造方法では、貫通転位を低減することが可能な紫外発光素子を提供でき
る。また、紫外発光素子は、第１工程でのIII族原子の拡散を促進させる観点から、核２
のＡｌの組成が小さいことが好ましいが、Ａｌの組成が小さくなるにつれ、クラックが発
生する懸念や、井戸層５ｂで発光した紫外光が核２で吸収されてしまう懸念が生じる。こ
れに対して、本実施形態の紫外発光素子の製造方法では、第１工程を、上述の第１ステッ
プと第２ステップとを備えた工程とすることにより、第１ステップでIII族原子の平均の
拡散長を長くすることによる核密度の低減を図り、第２ステップで所望の発光波長の紫外
光の吸収を防止可能な組成比の核２を形成することが可能となる。
【０１０１】
　なお、核２の密度を左右する成長条件として、基板温度、Ｖ／III比、各原料ガスそれ
ぞれの供給量、成長圧力などが考えられる。しかしながら、単結晶基板１の上記一表面側
においてＡｌ原子を拡散させるためには、Ａｌ原子に運動エネルギを基板温度で与えるこ
とが必要であり、運動エネルギが小さければ、たとえ基板温度以外のパラメータを変化さ
せたとしても、拡散長が短いため、核２の密度を制御することが難しい。また、ＡｌはＧ
ａに比べて拡散長が短い。このため、核２での紫外光の吸収が防止され且つ核密度を低減
することが可能な紫外発光素子を製造するために第１工程で重量なパラメータは、III族
の原料ガスにおけるＴＭＡｌのモル比（〔ＴＭＡｌ〕／｛〔ＴＭＡｌ〕＋〔ＴＭＧａ〕｝
）、基板温度であると考えられる。
【０１０２】
　この製造方法では、第２ステップにおいて、Ａｌの原料ガスとＧａの原料ガスとを供給
せずにＮの原料ガスを供給し、且つ、単結晶基板１の温度である基板温度を、第１ステッ
プでの基板温度よりも高く設定した状態での熱処理を行うようにすることが好ましい。こ
れにより、この製造方法では、熱処理を行う基板温度を第１ステップでの基板温度よりも
高くすることでＧａの脱離が促進されるから、第２ステップを比較的短い時間で終了させ
ることが可能となり、生産性を向上させることが可能となる。
【０１０３】
　また、この製造方法では、第２ステップにおいて、Ａｌの原料ガスとＧａの原料ガスと
を供給せずにＮの原料ガスを供給し、且つ、単結晶基板１の温度である基板温度を、第１
ステップでの基板温度よりも下げずに、反応炉へ供給する水素ガスの供給量を、第１ステ
ップにおいて原料ガスを輸送するためのキャリアガスである水素ガスの供給量よりも多く
設定した状態で熱処理を行うことが好ましい。これにより、この製造方法では、第２ステ
ップにおいて還元性ガスである水素ガスの流量を多くすることでＧａの脱離が促進される
から、第２ステップを比較的短い時間で終了させることが可能となり、生産性を向上させ
ることが可能となる。
【０１０４】
　（実施形態２）
　以下では、本実施形態の紫外発光素子について図２に基づいて説明する。
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【０１０５】
　本実施形態の紫外発光素子は、核２の構造が実施形態１の紫外発光素子とは相違する。
なお、実施形態１と同様の構成要素については、同様の符号を付して説明を省略する。
【０１０６】
　本実施形態の紫外発光素子における核２は、単結晶基板１から離れるにつれてＡｌの組
成であるｘが大きくなっていることが好ましい。
【０１０７】
　（実施形態２）
　本実施形態の紫外発光素子では、ＡｌxＧａ1-xＮ（０＜ｘ＜１）からなる複数の島状の
核２の各々を、単結晶基板１の上記一表面上に形成されたＡｌ0.7Ｇａ0.3Ｎ２ａと、この
Ａｌ0.7Ｇａ0.3Ｎ２ａ上に形成されたＡｌ0.9Ｇａ0.1Ｎ２ｂとで構成してある。なお、本
実施形態の紫外発光素子では、単結晶基板１の上記一表面の法線方向におけるＡｌ0.7Ｇ
ａ0.3Ｎ２ａの高さ寸法を５ｎｍ、Ａｌ0.9Ｇａ0.1Ｎ２ｂの高さ寸法を５ｎｍに設定して
あるが、これらの値は一例であり、特に限定するものではない。
【０１０８】
　本実施形態の紫外発光素子では、核２とバッファ層３との格子定数差などに起因して新
たな欠陥が生じるのを抑制することが可能となり、転位密度の低減および発光効率の向上
を図ることが可能となる。
【０１０９】
　本実施形態の紫外発光素子では、核２におけるＡｌの組成であるｘが、上記法線方向に
おいて２段階に変化しているが、これに限らず、３段階以上でもよいし、連続的に変化し
た構成でもよい。
【０１１０】
　本実施形態の紫外発光素子の製造方法は、基本的には実施形態１で説明した製造方法と
同じであり、所望の核２の構成に基づいて、第１工程の成長条件を適宜変更すればよい。
【０１１１】
　実施形態１，２の紫外発光素子では、発光層５の発光波長が２１０ｎｍ～３６０ｎｍの
範囲内で設定されているので、発光波長が紫外域の発光ダイオードを実現できるから、水
銀ランプや、エキシマランプなどの深紫外光源の代替光源として用いることが可能となる
。
【符号の説明】
【０１１２】
　１　単結晶基板
　２　核
　３　バッファ層
　４　ｎ形窒化物半導体層
　５　発光層
　５ｂ　井戸層
　７　ｐ形窒化物半導体層
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